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河北町くらし応援課 

令和８年度 



 
 

留意事項について 

⑴ 交付金の重複申請の禁止 

同一の事業（活動内容）を、複数の区加算事業に重複して申請することはできません。

例えば、一つのイベント（例：「しめ縄飾りづくり」）を、「健康づくりいきいきサロン事業」と

「生涯学習事業」の両方に計上し、それぞれから交付金を受けることは認められません。 

つきましては、実施する活動の主要な目的（高齢者の交流が主なのか、スキルの習得が

主なのか等）を鑑み、いずれか一つの事業を選択して申請してください。 

 

⑵ 申請及び実績報告の様式 

    申請及び実績報告の様式につきましては、制度の変更等に伴い、修正を行っております。

お手続きの際は必ず最新の様式をご使用ください。また、様式のダウンロード方法につ

きましては、手引き 11ページを参照ください。 

 

⑶ 資料の保存 

交付金に係る基礎数値等の書類、対象事業の領収書などの会計帳簿類は、交付を受け

た翌年度以降５年間保存してください。 

 

 

 

 

前年度からの変更点 

区加算事業について、令和 8年度より下記の通り見直しを行っております。 

 

⑴街路灯管理事業                                 

令和７年度に実施いたしました当該交付金に関するアンケート調査において、複数の

区より交付単価の見直しを求めるご要望を多くいただきました。これを受け、交付単価を

300円/灯（現行 200円/灯）に見直すことといたしました。 

本来であればさらなる増額を検討すべきところではございますが、町の財政状況を考

慮し、現時点では最小限の引き上げとさせていただいております。 

 

⑵自治公民館照明ＬＥＤ化事業 

平成 30 年度より実施してまいりました区加算事業の「自治公民館照明 LED 化事業」

につきましては、令和７年度をもちまして終了いたしました。 

令和７年度に対象事業を実施された区につきましては、実績報告の際、忘れずに領収

書をご提出ください。 
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１．地域振興総合交付金とは 

町では、町民の参加と創意、責任によって誰もがいきいきと輝いて暮らすことのできる地

域を形成し、維持していくために地域振興事業を実施する町内会に対し、「地域振興総合交付

金」を交付しています。 

町内会は、一定の算出基準に基づく交付限度額の範囲内で、それぞれの事業活動に対し、

交付金を活用することができます。 

 

２．交付対象団体について 

交付対象となる団体は、河北町内にある１０８の町内会（以下、「区」という。）です。 
 

３．交付対象事業について 

交付の対象となる事業は、大きく「区基本事業」と「区加算事業」で構成されています。 
 

１） 区基本事業 

交付対象 算  定  基  準 

令和８年４月１日時点で区

に加入している世帯数 

１世帯につき50世帯までは 1,000円、51世帯から 100世帯まで

は 800円、101世帯以上は 700円を加算した額とする。 

 例：120世帯ある区の場合 

①50世帯×1,000円 ＝50,000円 

②50世帯×800円 ＝40,000円 

③20世帯×700円 ＝14,000円  合計（①+②+③） 104,000円 

【世帯数の考え方について】 

本事業の補助金額は、基本的に区に実際に加入している世帯数に基づき算出します。具

体的な考え方は次の通りです。 

対象世帯 区名簿に記載があり、実際にその地区にお住まいの世帯 

個別の算定 
二世帯住宅などで玄関や家計が分かれており、それぞれが個別に区費を納めて

いる場合は、世帯ごとにカウントすることが可能です。 

アパート 
集合住宅にお住まいの方については、全戸数ではなく「区に加入している実数

（戸数）」を世帯数として報告してください。 

法人等の除外 
会社、商店、福祉施設などは「世帯」とはみなさないため、本算定からは除外して

ください。 

 

２） 区加算事業 

次に定める事業を行う区に対して、交付金を交付する。 

 

⑴ 健康づくりいきいきサロン事業 ⑺ 文化祭事業 

⑵ 安全安心地域づくり事業 ⑻ 生涯学習事業 

⑶ 街路灯管理事業 ⑼ 蚊防除対策事業 

⑷ 美化活動事業 ⑽ 地域共助除雪事業 

⑸ 敬老事業 ⑾ ごみステーション管理事業 

⑹ スポーツ交流大会参加事業  

 

 各事業の詳細については、次ページをご覧ください。 
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⑴ 健康づくりいきいきサロン事業 

目的：河北町健康づくり推進都市宣言（平成１６年３月１５日制定）を実践していくため、「健

康づくりいきいきサロン事業」を全区で実施し、町民一丸となった健康づくりを推進

する 

 

①対象となる事業 

ア 健康づくり推進協議会運営事業協議会の開催（必須） 

イ 食生活及び栄養に関する健康づくり事業 

（例：健康料理教室、健康講話、そば打ち教室 等） 

ウ 身体活動及び運動に関する健康づくり事業 

（例：レクリエーション大会、健康増進歩こう会、ラジオ体操、玄米ダンベル体操、等） 

エ こころに関する健康づくり事業 

（例：生花教室、茶話会、カラオケ教室、陶芸教室 等） 

オ 生活習慣病予防に関する健康づくり事業 

（例：動脈硬化の予防講習会、体の血管の座学講習、歯の健康教室 等） 

カ 地域の伝統及び特性を生かした健康づくり事業 

（例：お斎灯、門松づくり、団子木飾り、注連縄・注連飾りづくり講習会 等） 

 

②交付対象経費 

事業活動に必要となる経費で、次に掲げる費用とする。 

項 目 内 容（具体例） 

報償費 講演会の講師謝礼 

消耗品費 事務用品（文具、用紙、トナー、筆記用具）、記帳簿 等 

燃料費 灯油代、ガス代 等 

食糧費 

原則、飲食代（弁当代、宴会・懇親会代など）は対象外とし、行事等

の運営上必要となる費用（会議の際の茶菓子代など）のみ対象経

費とする。 

印刷製本費 印刷、写真現像、資料コピー 等 

賄材料費 行事等の食材 （例：料理教室・もちつき大会の材料費 等） 

使用料及び賃借料 機器借り上げ料、会場使用料、バス借上料金 等 

原材料費 
事業に直接要する原材料費 （例：生け花教室・しめ縄づくり・門松

づくり等の材料費 等） 

備品購入費 輪投げ、ダーツセット 

   ※公民館等の修繕費用、施設の入場料、拝観料は対象外となります。 

その他必要となる経費等については、事前にご相談ください。 

    

③交付金額 

１つの区につき一律60,000円に 1世帯につき400円を加算した額、又は交付算定額

のいずれか低い額。 

※交付算定額とは、事業に係る経費のうち、上記の交付対象となる経費を合算した額を

いう。 

例：120世帯ある区の場合 

・交付限度額 60,000円＋（400円×120世帯）＝108,000円・・・① 

・交付算定額 80,000円・・・② 

①＞②のため、金額の低い 80,000円が交付額となる。 
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⑵ 安全安心地域づくり事業 

事

業

名 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

①

自

主

防

災

活

動

事

業 

自主防災組織を設置し

ている区において、設置

年数に応じて交付金を

交付する。 

令和７年度及び８年度に自主防災組織を

新たに設置した区のみ対象 

1年目 15,000円 

2年目 10,000円 

3年目以降   0円 

②

安

全

安

心

活

動

事

業 

ア 防犯・防火・交通安

全等の啓蒙活動 

防犯パトロール活動、防火パトロール活

動、交通安全教室の開催 等 
5,000円/区 

イ 防災訓練（避難誘導・

安否確認・情報伝達・

初期消火・救命講習訓

練等）の実施 

町の総合防災訓練、水防訓練への参加、消

火栓点検、消火器の使用訓練、救命講習会

の開催 等 

5,000円/区 

ウ  町内会版の防災行

動計画を作成、更新の

ための活動の実施 

防災行動計画の作成・更新、避難行動要支

援者個別避難計画の作成・更新、計画作成

のための会合、講習会の受講、危険個所の

点検実施 等 

5,000円/区 

③

自

主

防

災

備

品

購

入

事

業 

自主防災活動に必要な

備品等の購入 

ただし、自主防災組織設

置初年度及び防災行動

計画（タイムライン）作成

後の１回に限る。（実績

報告時に備品等の領収

証を添付） 

消火栓用ホース、消火器、拡声器、ヘルメッ

ト、投光器、LED ランタン、ポータブル電

源、防災ラジオ、応急救護セット、AED（自

動体外式除細動器） 等 

20,000 円/回を限

度とする 

 

【自主防災備品購入事業における防災行動計画の作成】 

・防災行動計画（タイムライン）とは？ 

台風や大雨など、災害時に時間の経過とともに「誰が・いつ・何をするか」を時系列でま

とめたものです。「川の水位が〇m になったら避難勧告を出す」といった、外部状況の変

化に基づいたスケジュール帳のような役割が特徴です。作成した計画は、地区民に配布

するなど地区全体で共有を図ることが大切です。 

町の防災危機管理課では、毎年、地区での計画策定状況について照会を行っておりま

す。自主防災備品の購入にあたっては、過年度に当該計画を策定済みであるか、あるい

は申請年度内に策定する見込みがあることが条件となります。 

 

その他、詳しい計画の内容については、防災危機管理課までお問い合わせください。 
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⑶ 街路灯管理事業 

目的：区が管理する防犯灯の維持管理に要する経費の一部を補助することにより、夜間に

おける犯罪の防止および通行の安全確保を図り、もって安心・安全な地域社会の実現

に寄与することを目的とする。 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

令和８年４月１日時点で区が

維持管理している街路灯及

び防犯灯の数 

 300円/基 

 

⑷ 美化活動事業 

目的：区が主体となって実施する環境整備活動を支援することにより、きれいで快適な生

活環境の保持を図るとともに、住民の環境意識の向上と地域連帯感の醸成に寄与す

ることを目的とする。 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

道路清掃、側溝清掃、植樹桝

への花植え等の実施 

道路・河川一斉清掃、側溝清掃、公園清掃・

草刈り、飾花・花いっぱい運動 等 
5,000円/区 

 

【対象外となる活動】 

交付対象経費は、道路、公園、河川などの不特定多数の町民が利用する公共用地の清

掃・維持管理活動となります。 

そのため、自治公民館の敷地内や私有地など、特定の関係者のみが利用する施設の清

掃・維持管理活動は対象外です。 

 

⑸ 敬老会事業 

目的：長年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し、長寿を祝う地域の取り組みを支援

することを目的とする。 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

高齢者の長寿を祝福し、敬老

会、芸能大会などの敬老事

業 

戸別訪問による記念品贈呈、紅白饅頭の

提供 等 

敬老事業対象者１名

につき 1,000円 

 

【敬老会事業対象者の設定について】 

事業対象者の年齢設定については、各区の実情や伝統に応じて柔軟に設定いただくこと

が可能です。ただし、本事業は高齢者の長寿を祝福し敬愛するという趣旨に基づいている

ため、原則として「70 歳以上」や「75 歳以上（後期高齢者）」、あるいは「喜寿や米寿等の節

目」など、一定の年齢基準を設けて実施してください。 

※極端に対象年齢を低く設定することは、本補助金の目的にそぐわない場合があります

のでご留意ください。 
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⑹ スポーツ交流大会参加事業 

目的：生涯スポーツを通じて地域住民の世代間交流を図り、町民の融和と親睦を深め、健康

増進と明るい町づくりを推進することを目的とする 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

町主催の区対抗総合スポー

ツ交流大会への参加 

輪投げ大会、スカットボール大会、ダーツ

大会 

１種目につき 2,000

円/区 

 

⑺ 文化祭事業 

目的：町民の多様な文化・芸術活動の成果を発表する機会を確保し、創作意欲の向上およ

び芸術文化の普及を図るとともに、郷土への理解と愛着を深め、明るく豊かな地域社

会の創造に寄与することを目的とする 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

区文化祭の開催又は参加 
区で開催する文化祭、地区センターが開催

する文化祭への参加 等 
3,000円/区 

 

⑻ 生涯学習事業 

目的：町民の自主的な生涯学習活動を支援することにより、心豊かな人間形成と自己実現

を促進するとともに、その学習成果が地域社会の活性化や課題解決に還元される体

制を構築し、もって活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

生涯学習事業の実施（公民館

を含む。） 

伝統・芸術文化教室（邦楽・茶道・華道・落

語、書道、陶芸教室）、体験教室（しめ縄作

り、そば打ち） 等 

1 回につき 10,000

円/区 

（2回を限度とする） 

※健康づくりいきいきサロン事業等と重複して申請することはできません。詳しくは、手引

き表紙裏の留意事項をご覧ください。 

 

⑼ 蚊防除対策事業 

目的：蚊媒介感染症の発生を未然に防止し、あわせて住民の生活環境の快適性を維持する

ことを目的とする。 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

昆虫成長制御剤を使用した

蚊の防除作業の実施 

町で通知のあった指定の事業所より、薬剤

を購入し、地区内に散布する 

7,000 円/区＋世帯

数×60円 
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⑽ 地域共助除雪事業 

目的：除雪の必要な世帯に対する間口除雪や屋根の雪下ろし、地区内の交差点の見通し確

保のための除雪等を地区民で協力して実施することで、地区の方が暮らしやすい環

境整備を促進することを目的とします 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

地区民が協力して実施する

地区内での除雪活動 

高齢者宅等の間口除雪、交差点除雪、ごみ

ステーション除雪、公民館の雪下ろし 等 
10,000円/区 

 

⑾ ごみステーション管理事業 

目的：地域におけるごみステーションの良好な維持管理を促進するため、現場で活動する衛

生指導員の負担を軽減し、地区による自主的な衛生美化活動を財政面から支援する

ことで、清潔で快適な生活環境の保持を目指す 

 

交付対象経費 内容（具体例） 交付金額 

令和８年４月１日時点で区が

設置、管理しているごみステ

ーション数 

 5,000円/箇所 
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４．交付金申請の流れについて 

⑴ 主なスケジュール 
                   

町                          区（町内会） 

 

R8 ①令和７年度 交付金実績報告書類の配布 

３月 ②令和８年度 交付金関連書類の配布 

 

 

５月 

③令和７年度 交付金の実績報告書の提出 

④令和８年度 交付金の申請書類の提出 

 

 

６月 ⑤令和８年度 交付決定の通知 

⑥アンケート調査のお願い 

⑦請求書、アンケートの提出 

    ⑧令和８年度 交付金の交付 

（口座振り込み） 

 

 

７月         各種事業の取り組み 

～        ※実績報告のため事業ごと、参加数や費用等 

３月     の取りまとめ等を行ってください。 

 

⑵ 事務手続きの詳細 

１）交付金関連書類の配布【町】  

３月中旬頃に、交付金申請に必要な書類及び前年度の交付金実績報告に係る書類

を配布します。配布に併せて、前年度から変更となった点の説明や各区の受付日程に

ついてご説明いたします。 

 

   ２）交付金申請書類及実績報告書の提出【区】 

      本手引きを参考に、前年度の実績及び今年度の申請書を記入してください。手引き

12 ページ以降に各様式の記入例を掲載していますので参考としてください。ご不明

な点等ございましたら、役場くらし応援課までお問い合わせください。提出いただく書

類については、次の通りです。地区ごとの受付日程については、手引きの 23ページを

ご覧ください。 

 

【 提出書類 】 

①令和７年度 河北町地域振興総合交付金実績報告書（様式第４号） 

添付書類： 交付事業報告書、健康づくりいきいきサロン事業報告書 

         領収書（自治公民館 LED化事業、自主防災備品購入事業のみ必要） 

 

②令和８年度 河北町地域振興総合交付金交付申請書（様式第１号） 

添付書類： 交付事業算定表、健康づくりいきいきサロン事業計画書 

 

事業実績に応じて、交付額の精算

（増減）を行います。精算分について

は、次年度の交付金で調整します。 
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３）交付決定通知の送付【町】 

交付金を交付することが適正と判断したものについては、確認後、各区長あてに「交

付決定通知書（様式第２号）」を送付します。また、併せて交付金に関するアンケート調

査を実施いたします。 

 

４）請求書、アンケートの提出【区】 

      交付決定通知書の送付に併せて、「請求書（様式第３号）」「交付金のアンケート」を送

付します。請求書については、債権者名、振込口座を記入し、振込口座の通帳の写しを

添付の上、役場くらし応援課までご提出ください。アンケートについては、QR コードに

よる回答、もしくは送付したアンケート用紙に記入してご提出ください。 

 

５）交付金の支払い【町】 

   請求書受理後、30日以内に指定の口座に交付金を振り込みます。 

      請求書の提出がない場合は、交付金予定の日にお振り込みが完了できません。期限

までの提出にご協力ください。 
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交付事業報告書の記入例 

算定基準に基づく実績算定額

です。各項目の金額を実績報

告書へ転記してください。 

【実績報告添付書類】 
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健康づくりいきいきサロン事業報告書の記入例 

実績算定額は、交付対象経費と交付限度額のいず

れか低い額となります。 

実績算定額を交付事業報告書へ転記してください。 

【実績報告添付書類】 
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７．交付申請書の記入例 
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算定基準に基づく交付申請額で

す。各項目の金額を交付申請書へ

転記してください。 

交付事業算定表の記入例 【申請書添付書類】 
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健康づくりいきいきサロン事業計画書の記入例 

交付金算定額を交付金算定

表へ転記してください 

【申請書添付書類】 
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※交付金の交付については、請求書の提出が必要です。 

請求書の受理後 30日以内に指定の口座に交付金を振り込みます。 

８．交付決定通知書の例 
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押印が必要です。 

シャチハタ不可。 

通帳の届け出印である必要はあ

りません。 

９．請求書の記入例 
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くらし応援課 移住・定住・交流推進係 

地域振興総合交付金アンケート結果の概要について

 

令和７年４月に実施した「河北町地域振興総合交付金制度の見直しに関するアンケー

ト」の結果の概要について以下の通りご報告いたします。 

 

【 事 業 番 号 】 

 
①健康づくりいきいきサロン事業 ⑦文化祭事業 

②安全安心地域づくり事業  ⑧生涯学習事業 

③街路灯管理事業   ⑨蚊防除対策事業 

④美化活動事業            ⑩自治公民館照明 LED化事業 

⑤敬老事業               ⑪地域共助除雪事業 

⑥スポーツ交流大会参加事業  ⑫ごみステーション管理事業 

 

問１ 現行の加算事業のうち、今後も実施したい・実施を検討している事業はどれですか。 

  （複数回答可） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

問２ 現行の加算事業のうち、事業の内容、交付金の積算方法など見直すべきと感じる事

業があればご記入ください。 
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10．前年度アンケート結果について 
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問２の意見まとめ 

1 
健康づくりいきいき

サロン事業 

・助成額の増額と使途制限緩和の要望 

・交付限度額の見直しや報告書作成の簡素化 

・世帯単価の増額希望 

2 
安全安心 

地域づくり事業 

・消火栓関連設備の維持管理費への補助要望 

・防災備品購入の継続的補助や教育予算の増額希望。 

3 街路灯管理事業 
・電気代補助単価（200円→500円）の増額希望 

・LED化補助や地区の街路灯役割の考慮 

4 美化活動事業 ・単価の増額要望（物価水準を考慮） 

5 敬老事業 
・交付金単価の増額希望（1,000円→1,500～2,000円） 

・対象者増加に伴う運営の困難さへの対応要望 

6 
スポーツ交流大会 

参加事業 

・弁当代負担などへの配慮や、参加種目・チーム数の考慮 

・単価や参加料の増額要望 

7 文化祭事業 ・物価水準に応じた単価の増額要望 

8 生涯学習事業  

9 蚊防除対策事業 ・根拠不明なため、見直しを希望。 

10 
自治公民館照明 

ＬＥＤ化事業 

・部分的対応が困難なため、整備事業補助金での対応要望 

・蛍光管全交換の補助希望 

11 地域共助除雪事業 
・共助除雪の回数増加や基準加算額の見直し要望 

・地区の除雪作業の補助希望 

12 
ごみステーション 

管理事業 

・修繕工事の補助要望 

・衛生指導員への待遇改善（謝礼増額） 

 

問３ 今後、地域振興総合交付金事業に新たに加えてほしい事業や交付金事業に関するご

意見があればご記入ください。（自由記載） 

１．公民館関連の助成要望 

   - 公民館営繕費助成、施設維持管理費助成（例: 屋根塗装、雪下ろし費用）。 

   - 公民館エアコン設置助成（猛暑対策）。 

   - 公民館の下水道工事における町からの補助金拡大要望。 

 

２．役職報酬の新設要望 

   - 区長以外の役職への報酬。具体例として、健康づくりいきいきサロン推進者や 

自主防災会事務局の役員などが挙げられている。 

 

３．防災関連の支援 

   - 防災備品の補修・修繕費への補助。 

   - 地域共助除雪事業の見直し。 
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４．交流・文化活動 

   - 他区との交流会実施要望。 

   - スポーツ交流大会の参加拡大策。 

   - 地域振興活動として、谷地まつりへの新たなイベント導入提案（例: ディズニーパレ 

ードのようなイベント）。 

 

５．支援事業拡充 

   - 地区基本事業の単価について、世帯数に基づく適正な算定の配慮。 

   - 電気代高騰への対応として維持費の増額要望。 

   - 町内会旅行で観劇やコンサートへの補助要望。 

 

６．運営の改善要望 

   - 交付金事業における計算データの利便性向上への感謝と継続希望。 

   - 生涯学習事業や文化祭の見直し提案（現行の行事との重複課題を解決するため）。 

 

頂いた意見への町としての考え方について 

〇地域振興総合交付金の基本的な考え方としては、地域が行う活動にかかる経費をすべ

て町が負担するのではなく、地域と行政とが協働で地域づくりを推進していくという趣

旨から地区としての主体的な活動に対して、町が必要な経費の一部の支援を行うとい

うものです。よって単なる単価の増額といったご要望にはお応えしづらい事情がありま

す。 

〇自治公民館のエアコン設置については、町の補助メニューとして「河北町公民館整備事

業補助金（生涯学習課）」や「コミュニティ助成事業（くらし応援課）」がございます。エアコ

ンの設置を計画している地区につきましては、担当課にご相談ください。 

〇街路灯管理事業につきましては、複数の区より交付単価の見直しを求めるご要望を多

くいただきました。これを受け、交付単価を 300円/灯（現行 200円/灯）に見直すこ

とといたしました。本来であればさらなる増額を検討すべきところではございますが、

町の財政状況を考慮し、現時点では最小限の引き上げとさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も皆様からのご意見を頂く機会を設け、制度の見直しに取り組んでまいります

のでご協力の程よろしくお願いいたします。 
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9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 1:00～2:00 2:00～3:00 3:00～4:00

天満 塩之渕 根際上

治部橋 下槙 根際下

５／７（木） 中島 両所中 畑中

白山堂 両所島 造山

両所上

両所東

１区 ６区 １１区

２区 ７区 １２区

３区 ８区 １３区

４区 ９区 １４区

５区 １０区 １５区

１６区

改目 下河原 岩木一 松橋西 六供 栄町

吉田上 新吉田南 山口 松橋東 上工 北口北

吉田上中 新吉田北 岩枝 大町 袖屋敷 北口南

吉田下中 荒小屋 笹本 大町中 下工南 横町

吉田下 岩木四 大道端 大辻 下工北

笹川 岩木三 岩根上

岩木二 岩根下

宇北 前西 東町 高南 土慶小路 要害

宇南 前東 荒町北 高中 南町 杉の下

５／12（火） 内楯 長表西 荒町中 高北 桜町東 山王

末広町北 長表東 荒町南 旭町 桜町西 高嶋

末広町南 道海 荒町西 新町 若葉町

上沢南 押切 県営住宅

上沢北 舞台 サン・コーポラス

５／１3（水） 下沢南 吉野 かすみ町

下沢北 東団地 青葉町

弥勒寺 幸町 ひな市通り東

河北町地域振興総合交付金 受付日程

場所：役場２階　２０１会議室

※上記日程でご都合がつかない場合は、別途対応いたしますので、お手数ですが下記までご連絡ください。

午後午前

５／８（金）

５／11（月）

≪お問い合わせ≫
河北町役場 くらし応援課

移住・定住・交流推進係
℡ ７３－２１１１ 内線（２３４）

再 掲 
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